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敦賀市オフィス立地機会創出支援業務 

公募型プロポーザル募集要項 
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１ 業務の目的 

敦賀市（以下「本市」という。）では、少子化や高齢化の進展に伴い、各種産業の担い手の減

少や経済規模の縮小など、産業振興に関する課題を抱える中、若年層を中心とした市民の就労選

択肢の増加や移住・定住に繋がる多様な雇用の提供が重要となっている。 

このため、本業務は、本市が持つ地域資源や産業特性を活かしつつ、域外企業が市内へ進出す

る意義を明確化し、オフィス立地の機会を拡大することを目的とする。 

 

２ 公募概要 

 ⑴ 業務名 

   敦賀市オフィス立地機会創出支援業務 

 ⑵ 提案内容 

別紙仕様書のとおり 

 ⑶ 業務履行期間 

   契約締結の日から令和９年３月３１日まで 

 ⑷ 業者選定方法 

   公募型プロポーザル（以下「プロポーザル」という。） 

 ⑸ 提案上限額 

   ３，３００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）以内とする。 

   ただし、この金額は予定価格を示すものではない。 

 

３ 参加資格 

本プロポーザルに参加する提案者は、次に掲げる要件を全て満たすこと。 

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者で

あること。 

⑵ 福井県において指名停止期間中の者でないこと。 

⑶ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされてい

る者でないこと。ただし、再生手続開始の決定を受けた者を除く。 

⑷ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされてい

る者でないこと。ただし、更生手続開始の決定を受けた者を除く。 

⑸ 集団的及び常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある者でないこと。 

⑹ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４７号）に

基づく処分を受けている、又は過去に受けたことがある団体等でないこと。 

⑺ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２

号に規定する暴力団若しくはそれらの利益となる活動を行う者又は同法同条第６号に規定

する暴力団員が役員就任や経営関与等を行っている法人等でないこと。  

⑻ ⑹又は⑺に掲げる者から委託を受けた者でないこと。 

⑼ 法人税、消費税及び地方消費税のほか義務付けられている税を滞納している者ではない

こと。 
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４ スケジュール 

⑴  公募開始 

   令和８年４月１０日（金） 

 ⑵ プロポーザルに関する質問書受付期限 

   令和８年４月２１日（火）午後５時まで 

 ⑶ 質問書に対する回答期限 

   令和８年４月２３日（木）午後５時まで 

 ⑷ 参加表明書類の提出期限 

   令和８年５月 ８日（金）午後５時まで 

 ⑸ 企画提案書類の提出期限 

   令和８年５月１８日（月）午後５時まで 

 ⑹ 企画提案書類の審査及びプレゼンテーション 

   令和８年５月２２日（金）※予定 

 ⑺ 結果通知 

   令和８年５月下旬から６月上旬 

 

５ 申込方法 

 ⑴ 募集要項等の配布 

   本募集要項及び関係資料は、以下の場所で配布するとともに、市ホームページでも公開

する。 

   ただし、配布については、午前９時から午後５時まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）

とする。 

  ア 所 在 地 〒９１４－８５０１ 福井県敦賀市中央町２丁目１番１号 

                   敦賀市役所３階 商工貿易振興課 

  イ Ｔ Ｅ Ｌ ０７７０－２２－８１２２ 

  ウ Ｆ Ａ Ｘ ０７７０－２２－８１８４ 

  エ Ｅメール syoukou@ton21.ne.jp 

 

 ⑵ 質問書の受付及び回答 

   「質問書」（様式４）に要旨を簡潔にまとめ、５の⑴のＥメール宛てに、電子メールにて

送信すること。電話での質問は認めない。 

   また、回答は、市ホームページに掲載することとし、質問に対する回答は、本募集要項

及び仕様書を補足・修正するものとして取り扱う。 

 

 ⑶ 参加表明書類及び企画提案書類の提出 

６の参加表明書類及び企画提案書類の作成要領に定める一式とし、５の⑴のＥメール宛

てに、電子メールにて提出すること。 

   ただし、一度の送信にかかる添付ファイルの容量は１０МＢ未満とし、送信後には受領

確認の電話をすること。 

   なお、提出期限以後の書類の追加、訂正は認めない。 

 

mailto:syoukou@ton21.ne.jp
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６ 参加表明書類及び企画提案書類の作成要領 

参加表明書類の作成要領 

書類 内容に関する留意事項 

⑴参加表明書（表紙） ①商号又は名称、代表者職氏名、所在地、担当者氏名、連絡先を記

載すること。 

②Ａ４判１頁 

⑵参加資格確認事項

申告書（様式１） 

①本募集要項の３の参加資格について、該当及び非該当を申告す

ること。 

②Ａ４判１頁 

⑶業務実績（様式２） 

 

①過去５年間（令和３年４月１日から令和８年３月３１日）の間

に地方自治体等からの産業振興に関する業務の受託実績を記載

すること。（最大３件まで） 

②実績として記載した業務の契約書及び、業務内容が分かる書類

（仕様書等）の写し１部を添付すること。 

添付書類１ 直近の決算報告書の写し又はこれに類する書類 

添付資料２ 法人登記簿謄本の写し 

添付資料３ 国税の納税証明書の写し（直近１年分） 

添付資料４ 主たる事務所所在地の地方税について滞納がないことの証明書の

写し（直近１年分） 

添付資料５ 提案者の概要が分かる資料（Ａ４版５頁以内） 

 

 

企画提案書類の作成要領 

書類 内容に関する留意事項 

⑴業務の企画提案書

（様式自由） 

①別紙仕様書に基づき、企画提案書を作成すること。 

②記載に当たり、概念図、イラスト、写真等を用いることは可 

とする。 

③Ａ４判１５頁程度とすること。（又はＡ３判７頁以内。） 

⑵見積書（様式３） ①本業務の実施に必要な経費を税抜きで記載すること。なお、

仕様書「業務内容」の各項目に対応する内訳書（任意様式）

を添付すること。 

 

７ 審査・選定方針 

 ⑴ 審査・選定の方法 

審査委員会において、参加表明書類及び企画提案書類並びにプレゼンテーションについ

て別表の審査項目等に基づき、評価、採点し、その結果、評点の最も高かった者を契約候

補者として選定する。   

ただし、最高得点となった者が複数ある場合は審査委員で協議の上、選定する。 

なお、最高得点となった者が審査委員会の定める基準点に満たなかった場合は、契約候
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補者を選定せず、選定方法を見直した上で、再公募を行う。 

 ⑶ 参加承認の通知 

   提出書類確認後、本プロポーザルへの参加の承認及びプレゼンテーションの日時と場所

について電子メールにて通知する。 

⑷ プレゼンテーションの実施 

  提出のあった提案について、審査委員会に対しプレゼンテーションを行う。 

 ア 実施予定日 

  令和８年５月２２日（金）※予定 

 イ 出席者 

  プレゼンテーションの出席者は３名以内とする。 

  外部コンサルタントや提案者と業務提携をしている事業者の参加は認めない。 

 ウ 持ち時間 

  機器の接続、質疑応答１０分程度を含めて３０分以内を予定。 

   なお、持ち時間は参加事業者数により変更となる可能性がある。 

 エ その他 

   プレゼンテーションは提出した素案に沿って行うこととし、提案内容の説明等を行うも

のとする。なお、プレゼンテーションで使用するプロジェクター、スクリーンについては

市で準備を行う。（※プロジェクターとパソコンの接続ケーブルの端子は HDMI端子） 

  プレゼンテーションに必要なその他の機器については、参加者で用意を行うこと。 

⑸ 結果通知 

  ア 審査結果については、令和８年６月上旬に企画提案書類提出事業者に書面にて通知す

る。  

  イ 審査内容及び結果についての異議は、一切認めない。 

 

８ 契約の締結 

  上記７で選定された者と契約締結の交渉を行う。契約が成立しない場合は審査委員会によ

る評価点数が高い者から順に契約締結の交渉を行うこととする。 

  なお、本提案が採用されたことをもって、提案したすべての内容（金額・仕様・数量等）

について契約を保証するものではない。 

 

９ 失格条項 

  次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

 ⑴ 企画提案書類等の提出方法、提出先、提出期限が適合しないもの 

 ⑵ 企画提案書類等に記載すべき事項に不備があるもの 

 ⑶ 企画提案書類等に虚偽、違法行為等の内容が記載されているもの 

 ⑷ この要項に定める手続き以外の手法によって審査委員又は関係者にプロポーザルに対す

る援助を求めたとき。 

 ⑸ 提案者が３に定める参加資格を満たさなくなったとき。 

 ⑹ 正当な理由なくプレゼンテーションを欠席したとき。 

 ⑺ その他審査委員会が不適格と認めるとき。 
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10 その他の留意事項 

 ⑴ 提出された企画提案書類等は、一切返却しない。 

 ⑵ 提出された企画提案書類等は、本プロポーザルの目的以外には使用できないものとする。 

 ⑶ 提出された企画提案書類等は、敦賀市情報公開条例（平成１１年敦賀市条例第１４号）

の規定に基づく公開請求があった場合には、対象文書として当該条例の規定に基づき公開

（又は部分公開）するものとする。 

 ⑷ 本プロポーザルに要する一切の費用は、全て提案者の負担とする。 

 ⑸ 企画提案書類の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日

本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、維持管理手

法等を用いた結果生じた事象に係る責任は全て提案者が負うものとする。 

 ⑹ 本契約締結前に、契約候補者となった者が、本プロポーザル実施に際し談合その他不正

行為を行ったと認められた場合は、本契約を締結しない。また、本契約を締結しないこと

に伴い、損害が生じても本市は一切責任を負わない。 

 

 

11 担当部署 

 ・敦賀市産業経済部商工貿易振興課 

 ・住   所：福井県敦賀市中央町２丁目１番１号 

 ・Ｔ Ｅ Ｌ：０７７０－２２－８１２２ 

 ・Ｆ Ａ Ｘ：０７７０－２２－８１８４ 

 ・Ｅメール：syoukou@ton21.ne.jp 
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別表  審査項目 

No 審査項目 評価の視点・基準など 
配点 

（予定） 

１ 
敦賀市及び業務に対す

る理解度、取組意欲 

・敦賀市及び地域経済の現状に対して十分な理解を

有しているか 

・事業への意欲熱意が感じられるか 

10～20 

２ 企業実績 

・ベンチャーやスタートアップ企業に対する支援実

績及びネットワークを有しているか 

・地方自治体等から、産業振興に関する業務又はベ

ンチャーやスタートアップ企業の誘致に関する業

務の受託実績を有しているか 

5～15 

４ 提案内容 

・業務目的を踏まえ、一貫性のある提案となってい

るか 

・各業務について、具体的で実効性の高い内容とな

っているか 

40～50 

５ 実施体制 
・事業が適切に実施できる体制が確保されているか 

・経験があり専門性を有する人材を配置しているか 
10～20 

６ 独自性・地域貢献性 

・本市の産業振興やオフィス誘致の促進に資する独

自の提案が含まれているか 

・事業効果を高める創意工夫が盛り込まれているか 

・提案全体としての波及効果・発展可能性が示され

ているか 

10～20 

７ 見積額 ・適正かつ必要最低限度の見積額となっているか 5～10 

 

 


